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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させて約－１０℃と約２０℃との間にし、それと同時に、上記冷
却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持する冷却方
法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　脂質過多細胞は、皮下脂肪組織またはセリュライト内の含脂肪細胞であることを特徴と
する方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は上記被験者の皮膚に接触することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は大きさが減少することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は数が減少することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、
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　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は上記被験者の皮膚に適用されるとともに、伝導性冷却要素を含んでいる
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　上記冷却要素は積極的に冷却されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　上記冷却要素は熱電冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の方法において、
　上記冷却要素は上記冷却要素を通って循環する冷却剤を含んでいることを特徴とする方
法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は伝導性冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、
　上記伝導性冷却要素は上記被験者の皮膚に接触する循環冷却剤を含んでいることを特徴
とする方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は蒸発性の冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項２０】
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　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項２３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項２４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項２５】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方法
。
【請求項２６】
　請求項１に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚の温度が予め決められた最低温度以下に冷却されないことを確実にす
るために、上記被験者の皮膚の温度がフィードバックとして設けられていることを特徴と
する方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約－１０℃であることを特徴とする方法。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約－５℃であることを特徴とする方法。
【請求項３０】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約０℃であることを特徴とする方法。
【請求項３１】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約５℃であることを特徴とする方法。
【請求項３２】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約１０℃であることを特徴とする方法。
【請求項３３】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約１５℃であることを特徴とする方法。
【請求項３４】
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　請求項２６に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約２０℃であることを特徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記フィードバック温度は上記被験者の皮膚上または皮膚内に配置された温度測定機構
によって与えられることを特徴とする方法。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項２６に記載の方法において、
　上記フィードバック温度は上記冷却要素の冷却表面上に配置された温度測定機構によっ
て与えられることを特徴とする方法。
【請求項３８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は皮膚接触表面を有することを特徴とする方法。
【請求項３９】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は平面または曲面を有することを特徴とする方法。
【請求項４０】
　請求項１に記載の方法において、
　真皮内の血流を減少させるために、上記冷却要素は、上記被験者の真皮内のほぼ最大血
圧以上の圧力で、上記被験者の皮膚に適用されることを特徴とする方法。
【請求項４１】
　請求項１に記載の方法において、
　真皮内の血流を減少させるために、上記冷却要素は、上記被験者の真皮内のほぼ最大血
圧以下の圧力で、上記被験者の皮膚に適用されることを特徴とする方法。
【請求項４２】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は、真皮内の血流を減少させるのに十分な圧力で、上記被験者の皮膚に適
用されることを特徴とする方法。
【請求項４３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項４４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項４５】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項４６】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項４７】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法。
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【請求項４８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項４９】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５０】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５１】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５２】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法。
【請求項５３】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約２０℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５４】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１０秒と３０分との間の期間、冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項５５】
　請求項１に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と１５分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５６】
　請求項５５に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と１０分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項５７】
　請求項５５に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と５分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法。
【請求項５８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは適用の後に、マッサージ
が脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項５９】
　請求項１に記載の方法において、
　所望の減少を達成するために、上記方法を上記被験者に複数回適用することを特徴とす
る方法。
【請求項６０】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は１５分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６１】
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　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は３０分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６２】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は６０分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６３】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は１２時間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６４】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は２４時間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６５】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は数日間に及ぶ時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６６】
　請求項５９に記載の方法において、
　上記複数回は数週間に及ぶ時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６７】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素は曲面を有していることを特徴とする方法。
【請求項６８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは適用の後に、機械的な運
動が脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項６９】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させ、それと同時に、上記冷却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷
を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持し、被験者の真皮組織の温度が予め決められた
最低温度以下に冷却されないことを確実にするために、被験者の皮下脂肪組織の温度がフ
ィードバックとして設けられている
ことを特徴とする冷却方法。
【請求項７０】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させ、それと同時に、上記冷却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷
を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持し、上記被験者の皮膚における褶曲は、上記冷
却要素と別の冷却要素との間で押圧されていることを特徴とする冷却方法。
【請求項７１】
　請求項７０に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項７２】
　請求項７０に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項７３】
　請求項７０に記載の方法において、
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　上記脂質過多細胞は約－１０℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項７４】
　請求項７０に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項７５】
　請求項７０に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項７６】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させ、それと同時に、上記冷却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷
を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持し、上記冷却要素の適用に先立って、或いは適
用と同時に、或いは適用の後に、少なくとも１つの脈動が上記脂質過多細胞に与えられる
ことを特徴とする方法。
【請求項７７】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させ、それと同時に、上記冷却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷
を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持し、上記冷却要素を上記被験者の皮膚に適用す
る前に、熱伝導性の高い材料を上記被験者の皮膚に適用することをさらに備えていること
を特徴とする方法。
【請求項７８】
　皮下脂肪組織を所望の如く減少させるために被験者の身体の一領域を治療する方法であ
って、
　ａ）皮下脂肪組織の減少が望まれる領域に上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用
することを備えて、上記領域内の脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記冷却要素
に含まれる少なくとも１つの熱電要素を電気的に調整することによって上記冷却要素の温
度を制御し、また、上記冷却要素を通る冷却剤の循環を制御して、十分に上記領域内の温
度を低減し、それと同時に、上記冷却要素の近傍の非脂質過多細胞が損傷を受けない温度
に上記被験者の皮膚を維持し、
　ｂ）皮下脂肪組織の所望される減少が達成されるまで、上記ａ）の上記被験者の皮膚へ
の適用を複数回繰り返すことを特徴とする方法。
【請求項７９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は上記被験者の皮膚に接触することを特徴とする方法。
【請求項８０】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約３０℃以下の温度に冷却されることを特徴とする方法。
【請求項８１】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は大きさが減少していることを特徴とする方法。
【請求項８２】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は数が減少することを特徴とする方法。
【請求項８３】
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　請求項７８に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
【請求項８４】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は１５分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項８５】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は３０分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項８６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は６０分間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項８７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は１２時間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項８８】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は２４時間の時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項８９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は数日間に及ぶ時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項９０】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記複数回は数週間に及ぶ時間間隔を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項９１】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚に適用される上記冷却要素は伝導性冷却要素を含んでいることを特徴
とする方法。
【請求項９２】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は熱電冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項９３】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は上記冷却要素を通って循環する冷却剤を含んでいることを特徴とする方
法。
【請求項９４】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は伝導性冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項９５】
　請求項９４に記載の方法において、
　上記伝導性冷却要素は上記被験者の皮膚に接触する循環冷却剤を含んでいることを特徴
とする方法。
【請求項９６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は蒸発性の冷却要素を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項９７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項９８】
　請求項７８に記載の方法において、
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　上記冷却要素は約－１５℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項９９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１００】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１５℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１０１】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１０２】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１０３】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする
方法。
【請求項１０４】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－１０℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１０５】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と２０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１０６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と１５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１０７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と１０℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方
法。
【請求項１０８】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は約－５℃と５℃の間の平均温度に維持されていることを特徴とする方法
。
【請求項１０９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚の温度が予め決められた最低温度以下に冷却されないことを確実にす
るために、上記被験者の皮膚の温度がフィードバックとして設けられていることを特徴と
する方法。
【請求項１１０】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
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【請求項１１１】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約－１０℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１２】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約－５℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１３】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約０℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１４】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約５℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１５】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約１０℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１６】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約１５℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１７】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記予め決められた最低温度は約２０℃であることを特徴とする方法。
【請求項１１８】
　請求項１０９に記載の方法において、
　上記フィードバック温度は上記被験者の皮膚上または皮膚内に配置された温度測定機構
によって与えられることを特徴とする方法。
【請求項１１９】
　請求項１１８に記載の方法において、
　上記被験者の皮膚は表皮と真皮およびそれらの組合せから成ることを特徴とする方法。
【請求項１２０】
　請求項７８に記載の方法において、
　被験者の真皮組織の温度が予め決められた最低温度以下に冷却されないことを確実にす
るために、被験者の皮下脂肪組織の温度がフィードバックとして設けられていることを特
徴とする方法。
【請求項１２１】
　請求項１２０に記載の方法において、
　上記フィードバック温度は、上記冷却要素の冷却表面上に配置された温度測定機構によ
って与えられることを特徴とする方法。
【請求項１２２】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は皮膚接触表面を有することを特徴とする方法。
【請求項１２３】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は平面を有することを特徴とする方法。
【請求項１２４】
　請求項７８に記載の方法において、
　真皮内の血流を減少させるために、上記冷却要素は、上記被験者の真皮内のほぼ最大血
圧以上の圧力で、上記被験者の皮膚に適用されることを特徴とする方法。
【請求項１２５】
　請求項７８に記載の方法において、
　真皮内の血流を減少させるために、上記冷却要素は、上記被験者の真皮内のほぼ最大血
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圧以下の圧力で、上記被験者の皮膚に適用されることを特徴とする方法。
【請求項１２６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は、真皮内の血流を減少させるのに十分な圧力で、上記被験者の皮膚に適
用されることを特徴とする方法。
【請求項１２７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は被験者の皮膚における褶曲に適用することを特徴とする方法。
【請求項１２８】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１２９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３０】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３１】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３２】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－４℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法。
【請求項１３３】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３４】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３５】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１３７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－２℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法。
【請求項１３８】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約２０℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
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【請求項１３９】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１０秒と３０分との間の期間、冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項１４０】
　請求項１３９に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と５分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法。
【請求項１４１】
　請求項１３９に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と１５分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１４２】
　請求項１３９に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は、約１分と１０分との間の期間、冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１４３】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞の減少は上記脂質過多細胞内の結晶の形成に起因していることを特徴
とする方法。
【請求項１４４】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは適用の後に、少なくとも
１つの脈動が上記脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項１４５】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは適用の後に、マッサージ
が上記脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項１４６】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素は曲面を有していることを特徴とする方法。
【請求項１４７】
　請求項７８に記載の方法において、
　上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは適用の後に、機械的な運
動が脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項１４８】
　皮下脂肪組織を所望の如く減少させるために被験者の身体の一領域を治療する方法であ
って、
　皮下脂肪組織の減少が望まれる領域に上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用する
ことを備えて、上記領域内の脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、十分に上記領域内
の温度を低減し、それと同時に、上記冷却要素の近傍の非脂質過多細胞が損傷を受けない
温度に上記被験者の皮膚を維持し、
　ｂ）皮下脂肪組織の所望される減少が達成されるまで、上記ａ）の上記被験者の皮膚へ
の適用を複数回繰り返し、上記冷却要素は被験者の皮膚における褶曲に適用し、上記被験
者の皮膚における褶曲は、上記冷却要素と別の冷却要素との間で押圧されていることを特
徴とする方法。
【請求項１４９】
　請求項１４８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と２５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項１５０】
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　請求項１４８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と２０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項１５１】
　請求項１４８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と１５℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項１５２】
　請求項１４８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と１０℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方
法。
【請求項１５３】
　請求項１４８に記載の方法において、
　上記脂質過多細胞は約－１０℃と４℃との間の温度に冷却されることを特徴とする方法
。
【請求項１５４】
　皮下脂肪組織を所望の如く減少させるために被験者の身体の一領域を治療する方法であ
って、
　皮下脂肪組織の減少が望まれる領域に上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用する
ことを備えて、上記領域内の脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、十分に上記領域内
の温度を低減し、それと同時に、上記冷却要素の近傍の非脂質過多細胞が損傷を受けない
温度に上記被験者の皮膚を維持し、
　ｂ）皮下脂肪組織の所望される減少が達成されるまで、上記ａ）の上記被験者の皮膚へ
の適用を複数回繰り返し、上記冷却要素を上記被験者の皮膚に適用する前に、熱伝導性の
高い材料を上記被験者の皮膚に適用することをさらに備えていることを特徴とする方法。
【請求項１５５】
　幼児でない被験者の脂質過多細胞を選択的に減少させるための冷却方法であって、
　上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用することを備えて、
　上記脂質過多細胞を含む局所領域の上記脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、上記
局所領域内の温度を減少させ、それと同時に、上記冷却要素近傍の非脂質過多細胞が損傷
を受けない温度に上記被験者の皮膚を維持し、上記冷却要素の適用に先立って、或いは適
用と同時に、或いは適用の後に、振動が上記脂質過多細胞に与えられることを特徴とする
方法。
【請求項１５６】
　皮下脂肪組織を所望の如く減少させるために被験者の身体の一領域を治療する方法であ
って、
　皮下脂肪組織の減少が望まれる領域に上記被験者の皮膚に隣接して冷却要素を適用する
ことを備えて、上記領域内の脂質過多細胞を選択的に減少させるべく、十分に上記領域内
の温度を低減し、それと同時に、上記冷却要素の近傍の非脂質過多細胞が損傷を受けない
温度に上記被験者の皮膚を維持し、
　ｂ）皮下脂肪組織の所望される減少が達成されるまで、上記ａ）の上記被験者の皮膚へ
の適用を複数回繰り返し、上記冷却要素の適用に先立って、或いは適用と同時に、或いは
適用の後に、振動が上記脂質過多細胞に与えられることを特徴とする方法。
【請求項１５７】
　脂質過多細胞を選択的に治療する方法であって、
　皮下脂肪組織の減少が望まれる領域の被験者の皮膚表面に冷却要素を配置することと、
　上記領域内の上記皮下脂肪組織が選択的に減少されて血管収縮が起こるように、上記冷
却要素を介して、上記皮下脂肪組織を冷却することとを備え、
　上記皮下脂肪組織を冷却しているものの、上記冷却要素と接触する非脂質過多細胞は損
傷を受けないことを特徴とする方法。
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【請求項１５８】
　請求項１５７に記載の方法において、
　上記皮下の領域の温度は、約－１０℃～約２５℃であることを特徴とする方法。
【請求項１５９】
　請求項１５７に記載の方法において、
　脂質過多細胞を－１０℃～２５℃の温度に冷却するために、電流の流れ或いは上記流体
要素を通る流体の流れの内の少なくともいずれか一つを制御することによって、上記冷却
要素を制御することを更に備えていることを特徴とする方法。
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